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畠

、
一
・
自
由
：
帝
政
由
來

●

ヴ
イ
ク
ト
ル
。
コ
ン
シ
デ
ラ
ン
の
述
ぶ
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
そ
の
肺
會
主
義
主
張
の
逐
時
刊
行
「
平
和
的
民
主
主
》

・
義
」
（
ご
属
罵
ｇ
ｏ
ｇ
員
①
冨
昌
言
の
．
】
》
）
と
、
．
ル
イ
・
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
の
關
係
に
就
い
て
は
、
、
ル
ィ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
↓
・

早
口

こ
れ
に
對
し
て
、
夙
に
長
き
に
亙
り
て
．
そ
の
「
精
勵
な
る
談
看
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
按
川
者
で
あ
っ
た
」
と
云
ふ
こ

①

と
で
あ
る
。
亀
リ
ス
・
フ
リ
イ
ド
ベ
ル
グ
近
代
佛
蘭
西
祗
稗
通
勤
に
於
け
る
シ
ャ
ア
ル
・
フ
ウ
リ
ヱ
の
影
響
）
。
こ
の

一
事
に
開
す
る
こ
の
阯
禽
思
想
家
の
言
は
、
彼
の
肌
述
せ
る
フ
ウ
リ
ヱ
主
義
と
後
年
の
皇
帝
自
由
主
義
と
の
關
係
の
深

第
二
帝
政
来
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
窒
並
八
九
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第
二
帝
哩
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
鍾
爺
九
○

き
こ
と
を
、
恰
か
も
禰
時
の
柵
上
に
所
訓
、
妓
も
人
望
あ
る
も
の
は
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
枇
に
し
て
、
之
に
次
ぐ
も
の

②
・

は
フ
ゥ
リ
ヱ
な
り
と
云
ふ
と
と
に
参
照
さ
れ
て
（
同
前
）
恥
蛎
二
帝
政
末
期
に
於
け
る
‘
、
所
訓
「
綏
徐
な
る
左
翼
へ
の

．
③

發
展
」
（
》
〉
ア
ン
モ
ウ
レ
ン
鋪
二
帝
國
の
宗
駁
政
策
）
の
自
然
的
な
る
形
勢
と
と
も
に
、
吾
等
に
知
ら
し
む
る
ど
こ
ろ

の
も
の
で
あ
る
・
・
フ
ウ
リ
子
王
義
の
全
般
的
影
響
は
、
．
帝
政
後
期
の
槻
察
に
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

欲
へ

「
灸
困
の
絶
滅
」
の
辨
者
は
、
既
に
ア
ム
の
幽
囚
の
間
に
在
り
て
、
こ
れ
ら
常
代
の
献
會
思
想
家
の
言
に
耳
を
側
け

●

■
頭

イ
ボ
リ
イ
ト
・
ル
ノ
ウ
に
依
り
て
フ
ウ
リ
ヱ
主
義
の
一
端
に
接
し
て
ゐ
た
。
淵
時
既
に
フ
ウ
リ
ヱ
名
著
が
彼
の
掌
中
に

存
し
た
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
當
で
は
な
い
と
恩
は
れ
る
。
フ
ウ
リ
ヱ
の
抽
象
純
理
の
學
説
が
、
彼
を

し
て
側
倒
せ
し
む
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
老
へ
ら
れ
る
が
、
少
く
も
、
フ
ウ
リ
ヱ
の
凝
時
一
八
三
七
年
十
月
、
恰

か
も
彼
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
病
躯
ア
メ
リ
カ
の
漂
放
か
ら
飾
っ
た
時
の
後
年
に
於
い
て
、
一
八
四
○
年
憂
瀧
な
る
ァ

①

ム
幽
囚
の
間
に
於
て
は
、
フ
ウ
リ
ヱ
墓
誌
の
意
は
彼
の
胸
中
に
往
来
す
る
も
の
、
唾
全
な
り
し
こ
と
が
老
へ
ら
れ
る
。

「
皇
帝
の
緋
鯉
に
向
ひ
て
」
（
》
声
員
冒
営
①
吻
号
目
白
目
篇
『
２
『
こ
）
に
在
り
て
、
こ
の
緋
鯉
と
民
主
主
義
と
の
一
の
所

謂
奇
異
な
る
融
合
が
，
後
年
の
無
袴
的
ポ
ナ
パ
ル
テ
イ
ス
ム
に
雅
逹
す
る
と
こ
ろ
の
曲
來
に
關
し
て
は
、
こ
の
思
想
の

萠
芽
の
一
脈
流
通
の
源
泉
を
省
察
せ
ざ
る
を
得
ず
。

ア
ム
幽
囚
は
彼
の
牛
生
涯
の
、
皇
帝
的
威
厳
と
、
遠
大
な
る
企
測
と
。
曲
折
粁
餘
の
外
交
と
、
教
會
的
保
守
と
を
産

川
し
た
り
し
と
同
時
に
、
「
皇
帝
の
粘
蛾
に
向
ひ
て
」
と
「
食
困
の
絶
滅
」
と
に
鮒
芽
す
る
、
自
由
民
主
の
思
想
を
も

産
出
し
た
。
前
代
に
於
て
溝
居
し
た
る
こ
の
ア
ム
幽
囚
の
所
産
が
、
錐
二
帝
政
末
期
に
於
て
緩
徐
な
る
左
巽
へ
の
發
展
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q

と
な
る
こ
と
は
，
そ
の
同
然
の
由
來
ま
こ
と
に
久
し
費
一
も
の
で
あ
る
。
サ
ル
ヂ
’
一
ャ
王
女
を
配
と
し
た
る
プ
ラ
ン
ス
ナ

ポ
レ
オ
ン
の
自
由
主
義
は
、
む
し
ろ
皇
帝
の
そ
れ
に
比
し
て
、
そ
の
根
擦
と
山
來
と
を
弱
く
淺
く
す
る
も
の
と
槻
る
を

可
と
す
。
プ
ラ
ン
ス
を
し
て
若
し
皇
帝
の
地
位
に
立
た
し
む
る
な
ら
ば
、
そ
の
奔
放
自
由
な
り
し
自
由
主
義
政
策
の
主

張
は
，
決
し
て
し
か
く
發
露
し
得
ざ
る
も
の
な
り
し
こ
と
は
、
多
く
人
の
槻
ろ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
八
六
○
年
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
通
商
條
約
の
締
結
以
後
、
一
八
六
四
年
に
於
け
る
勢
側
結
祗
自

由
の
決
定
、
次
い
で
「
六
十
名
宣
言
」
に
至
る
一
聯
の
史
庇
は
、
「
貧
困
の
絶
滅
」
（
一
、
厚
言
昌
○
国
号
冒
匡
罵
鳥
目
の
）

（
一
八
四
四
）
の
著
者
が
、
そ
の
中
に
、
「
捗
例
階
級
者
は
無
一
物
に
し
て
、
彼
等
を
し
て
所
有
者
た
ち
し
む
る
こ
と

は
、
必
要
峡
く
可
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
説
く
も
の
と
照
應
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
こ
の
問
題
に
開
し
て
、
王
家

の
人
堂
が
全
く
無
關
心
で
あ
っ
た
時
に
、
亡
命
の
一
公
子
は
こ
れ
に
就
い
て
懸
念
し
た
」
（
ジ
ョ
ル
ヂ
ウ
エ
ル
立
遥
王

⑤

朝
佛
蘭
西
史
）
の
で
あ
る
。
凡
て
の
産
業
に
對
す
る
同
一
の
法
雑
が
、
農
業
生
産
の
荒
匪
を
惹
起
す
る
も
の
と
し
、
農

業
に
開
す
る
大
な
る
協
禽
の
設
立
ぞ
認
容
し
、
こ
れ
海
以
っ
て
失
業
者
を
救
濟
す
る
と
と
も
に
、
岡
内
未
開
墾
の
地
域

の
改
良
を
行
ひ
、
同
時
に
総
て
の
貧
困
な
る
も
の
に
食
を
與
ふ
く
し
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
亡
命
一
公
子
の
理
想
で
あ

．
。
③
・

ろ
今
貧
困
の
絶
滅
」
）
・
し
か
も
こ
の
単
純
な
る
空
想
に
類
す
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
も
、
下
胖
階
級
を
動
か
し
、
而

も

⑦

し
て
多
く
の
賛
庵
者
に
對
し
て
、
永
く
印
象
を
典
ふ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
．
（
ジ
ョ
ル
ヂ
ウ
エ
ィ
ル
前
掲
書
）
。
こ
Ｌ
に

節
二
帝
政
に
於
け
る
二
つ
の
方
面
の
分
岐
と
、
そ
の
交
錯
と
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

③

帝
政
末
期
に
於
け
る
自
山
主
義
、
所
謂
「
民
主
主
義
吻
前
に
鮠
い
た
君
主
幽
」
（
ジ
ヤ
ク
ベ
エ
ン
ヴ
イ
ル
佛
蘭
西
史
）

●

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
肘
る
自
由
帝
政
の
璽
故
・
九
一

’
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（

今

▲

く

し
得
な
い
。

箪
一
帝
政
末
塑
へ
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
愛
龍
、
九
一
一

ロ

が
、
・
議
稗
的
帝
政
（
一
局
員
）
胃
冒
号
弓
⑦
二
目
『
の
）
に
側
向
し
た
こ
と
は
、
こ
の
分
岐
の
一
端
の
發
露
に
し
て
、
事
の
自

然
な
ら
経
過
で
あ
る
。
こ
れ
に
就
い
て
は
拙
諭
文
「
オ
ル
シ
《
一
事
鍵
の
前
後
」
（
史
淵
節
十
卿
）
に
於
て
説
述
し
て
あ

る
。
同
論
文
の
練
細
は
、
文
献
の
邪
曲
に
よ
り
て
容
易
に
完
成
し
雌
き
を
知
り
、
こ
上
に
そ
れ
を
割
愛
す
る
事
と
し
、
↑

同
論
文
絨
細
の
一
部
に
於
て
説
逃
す
べ
き
溌
定
な
り
し
主
鼬
を
、
同
論
文
の
一
節
「
綏
徐
な
る
左
翼
へ
の
發
展
」
に
開

す
る
一
侭
の
説
明
と
し
て
、
更
に
他
の
方
面
よ
り
の
槻
察
に
於
て
袖
ふ
こ
と
と
し
た
。
・
・

、
、
こ
の
事
の
自
然
な
る
經
過
か
．
何
を
條
件
と
し
て
，
叉
何
を
機
會
と
し
て
現
象
し
た
か
を
、
々
一
府
に
考
察
す
る
こ
と

は
、
第
二
帝
政
の
歴
史
の
了
解
に
至
る
．
の
途
で
あ
る
。
オ
ル
シ
ー
一
事
塗
以
後
特
に
イ
タ
リ
ヤ
戦
役
以
後
、
六
○
年
代
の

中
期
〆
キ
シ
コ
事
件
の
甑
に
至
る
期
間
の
歴
史
は
、
錐
二
帝
政
の
歴
史
の
中
に
於
て
、
最
も
特
徴
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の

と
さ
れ
る
。
そ
の
所
以
は
、
第
二
帝
政
の
本
來
の
意
が
充
分
に
、
こ
の
期
間
に
於
て
窺
知
さ
れ
る
こ
と
に
州
づ
ら
も
の

で
あ
っ
て
、
左
翼
へ
の
發
展
の
全
般
的
影
響
が
、
そ
の
中
に
元
來
の
國
民
主
義
的
傾
向
の
政
策
を
包
藏
し
つ
上
、
内
政

に
於
て
も
，
亦
外
交
に
於
て
も
、
到
る
庭
そ
の
發
礁
を
槻
察
さ
れ
ろ
も
の
あ
る
が
故
で
あ
る
。
恐
ら
く
近
仙
佛
附
西
の

朧
史
に
於
て
、
こ
の
期
に
於
け
る
諸
形
勢
の
展
開
の
如
く
、
一
貫
し
た
る
潮
流
か
明
白
な
る
現
象
を
有
せ
ず
し
て
、
粁

餘
曲
折
し
な
が
ら
、
複
雑
な
る
關
係
の
間
に
、
微
妙
枇
糊
た
ち
過
秘
を
有
し
た
る
に
比
類
す
ぺ
き
も
の
は
な
い
で
あ
ら

う
。
之
を
復
古
王
朝
期
の
雨
端
祁
對
の
如
き
に
比
し
て
も
、
叉
之
を
錐
三
共
和
政
の
民
主
主
義
躍
進
に
比
し
て
も
へ
或

は
叉
之
を
凋
逸
そ
の
他
の
國
堂
の
同
時
代
に
比
し
て
も
、
そ
の
複
雑
な
ろ
關
係
に
し
て
一
層
に
棋
糊
た
る
も
の
は
見
出

恥
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作 人 営 泳 、 時 吋 闘 熟 達 黙 誉 が 朧

河 脈 罵 八 今 が 癖 宍 ． 〈 ７ 部 。 河 ６ Ｉ

簿 母 雪 庫 、 ｅ 寺 で 、 到 誌 八 壁 Ｉ シ４ ｅ 回 濯 〆 ｄ ｓ ・ 〃 Ｓ ‐ 虚 郎 丙 勝 汁

が ト ト 畔 行 母 や 僻 夏 巾 〃 Ｇ Ｓ 罫 岼 川

》 磯 塞 祷 唇 心 棉 ‐ 跨 辨 路 ・ 鈴 》 誌 啼 》

費 い Ｓ 甘 言

秒 肴 鳶 丙 盲 ． 蹄 針 ・ 剛

諭 唯 鵡 唾 娠 昼 詫 雷 癖

’ が 億 篝 丙

汁 作 妙 向 い

何 ロ ヨ ｓ ｅ ｅ 内 罵 嘔 ４ 妻 ６ ｓ 堂作 が で 》 計 淵 ． ， 鵠 画 Ⅱ が 富 溌 卜丙 ｅ 八 熊 胤 叶 津 呼 頭 寺 門 義 耕 Ｇ濤 〃 汁 崖 』 再 八 鳶 Ｐ 至 潤 ｅ 宮 汁５ 亭 十 蹄 ｅ 門 ６ 墓 ９ 閏 ・ 淳 ・ が八 掛 哉 黛 騨 丙 葺 丙 町 片 苅 計 画

磯 Ｓ 民 僖 罵 弓 行 議 巾 ｓ 童 ６ ． 蚕 嵜粥 吾 刈 で 蚤 製 法 い 割 眉 瀧 叶 麗 ・ 晨蹄 鶚 丙 。 ？ 涛 内 で 叩 冒 落 津 甑 河弾 鷲 制 、 票 丙 掛 ｓ ｕ 計 Ｓ 曽 識 饒

争 ・ が 琶 喜 ・ 燕 率 い 卿 弐 識 辮 誌 頭斗 伽 岸 一 一 《 〕 卜 三 一 毛〈 Ｊ 議 罵 堂 ６ 鯉 Ｆ 頤 Ⅶ 蹄 叫 料 蓉壷 内 陸 詐 索 勝 ６ 〃 ｔ

沙 岬 呼 雪 駕 一 ， 零 ｘ 沖 永 ・ 嘩 戸 識 禧ｏ ｅ 簿 箒 ６ 霞 澤 十 ‐ 刈 三 門 ｆ か 場

這 陰 瑳 、 叶 。 。 呼 噌 Ⅷ 閏 附 け 作 言加 Ｆ 作 堂 ． （ 宝 ｕ 小 丙 か ↑ ｆ 寓計 ・ ｓ 。 〃 署 鶚 訓 減 鵲 蕊 八 炉欝 揖 至 唇 。 計 や キ ヌ 八 苦 言 ・ 許喜 丙 調 吠 罵 〃 丙 蝶 “ 畔 零 惑 。針 、 〃 』 ・ ｓ 罵 詳 斗 ヨ 黙 鶯 器 郎罵 琶 港 溥 飾 〃 八 洸 譜 Ｊ Ｓ 削 ｅ６ ① 叫 匿 テ ー 再 ぐ 《 八 涛 号 〃 同意 丙 伴 Ｓ 聯 磁 罪 斗 輯 ひ 郡 い 、 嘩蕩 良 ． 琵 議 蓬 ６ い く 二 汁 雪 斗 荒呼 皆 ・ 蔦 此 隣 陀 川 十 ｓ 司 ・ ｓ瞳 や き ｒ が 汁 索 津 室 引 什 卦 汁’ 〃 鴬 ｓ 尋 舛 蝦 作 閏 母 岼 縣 蔚八 壼 爵 鷆 這 が 蝉 理 ｅ が 菫 鍬 汽〃 舅 藷 ６ 榊 浄 卦 駆 謡 ・ 篤 ｅ 司何 脾 冥 庸 灘 童 ｓ 鳶 、 野 璽 仔 露 Ｊ君 君 作 旅 寓 ｅ 罫 く 罫 加 討 遇 内鈩 が 塒 丙 や 沫 丙 再 罰 肘 。 舛 葺
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一
八
六
○
年
乃
至
一
八
六
二
年
末
の
間
、
帝
國
の
外
交
和
た
り
し
ト
ウ
ヴ
ネ
ル
Ｐ
．
、
厚
Ｏ
ｇ
ｇ
ｅ
の
言
と
し
て

体
へ
ら
れ
る
、
皇
帝
政
策
に
對
す
る
形
容
た
る
、
「
皇
帝
の
内
秘
」
（
ゞ
帝
ｍ
胃
目
号
］
、
国
昌
〕
囚
の
日
ご
）
と
云
ふ
こ
と
は
、

悉
意
な
柵
創
的
な
外
交
策
に
し
て
、
窺
ひ
知
り
得
ざ
る
方
策
、
叉
は
府
突
な
る
發
意
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
外
相
ド
。

リ
ュ
イ
も
亦
排
て
、
同
様
の
言
を
述
べ
て
、
「
帝
は
北
大
な
る
計
識
と
、
限
ら
れ
た
る
力
と
を
有
つ
。
彼
は
非
凡
な
る

行
爲
を
成
就
せ
ん
と
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
異
常
に
経
結
す
」
と
し
た
。
然
し
こ
れ
ら
は
必
し
も
外
交
方
策
の
上
の
形
容

の
み
で
な
い
。
殊
嵯
ハ
○
年
代
前
期
に
於
け
る
内
政
、
特
に
保
守
派
教
會
派
の
意
見
に
對
す
る
帝
政
の
方
針
は
、
変
は

全
く
窺
ひ
知
り
得
ざ
る
方
策
、
叉
は
暦
突
な
る
發
意
に
類
す
る
も
の
が
顔
る
多
か
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
皇
帝
の
内
秘
は
イ
タ
リ
ヤ
枇
役
後
に
於
て
、
恰
も
こ
の
形
容
の
生
ぜ
る
頃
に
於
て
、
そ
の
内
政
の
上
に
槻
察
さ

れ
る
。
ヴ
ィ
ラ
フ
ラ
ン
ヵ
和
約
（
一
八
五
九
年
七
月
）
は
そ
の
外
交
關
係
に
於
て
は
、
曲
っ
て
来
る
と
こ
ろ
の
も
の
が

充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
は
詔
へ
、
こ
れ
を
内
政
の
關
係
の
上
に
参
照
し
来
る
時
は
、
從
來
の
自
曲
沢
と
の
協
和
が

一
朝
に
し
て
奮
教
派
と
の
協
和
に
仲
化
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て
こ
の
悲
意
的
な
ろ
唐
突
の
發
意
に
類

す
る
も
の
は
、
又
翻
っ
て
遠
か
ら
ず
し
て
、
．
そ
の
反
面
孝
一
も
表
示
し
來
ろ
も
の
な
き
舞
保
せ
ざ
る
こ
と
が
、
窺
は
れ
る

⑩

恥
の
で
あ
る
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
外
交
史
提
要
）
・
一
八
五
九
年
十
二
月
三
十
日
、
帝
が
法
王
に
致
し
た
る
ロ
マ
ニ
ヤ
凋
立

運
動
に
開
す
る
意
見
の
書
簡
は
、
和
約
の
曲
て
出
づ
る
と
こ
ろ
、
而
し
て
プ
ロ
ン
ピ
エ
ル
會
見
（
一
八
五
八
年
七
月
）

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
鍵
敢

二
、
「
皇
帝
の
内
秘
」

九
四
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に
於
け
る
帝
の
意
見
の
碓
守
を
明
か
に
示
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
叉
一
面
に
は
國
内
識
會
派
に
對
す
る
、
慰
撫
同
傭

を
も
陰
に
示
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

「
戦
争
の
間
及
び
そ
の
以
後
に
於
て
、
余
の
最
も
腿
き
關
心
の
一
は
、
法
王
凶
の
欣
態
で
あ
っ
た
。
而
し
て
余
を
し

て
か
く
も
逆
か
に
平
和
を
結
ぶ
に
至
ら
し
め
た
る
も
の
の
、
主
な
る
理
山
の
中
に
は
，
革
命
が
日
を
追
ひ
て
，
漸

く
擴
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
慮
る
こ
と
を
数
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
Ｏ
‐
事
物
は
常
に
一
の
狂
け
難
き
論
理
を
有
す
。
聖
位

に
對
す
る
余
の
誠
斑
と
、
ロ
ー
マ
に
於
け
る
余
の
軍
隊
の
駐
在
と
の
あ
る
に
拘
は
ら
す
、
余
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と

の
手
に
由
来
す
る
イ
ク
リ
ャ
四
民
通
勤
に
對
し
て
、
何
等
か
の
連
帯
を
有
す
る
こ
と
を
苑
か
れ
得
す
。
ｌ
貌
下

Ｌ

は
布
余
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
識
及
び
そ
の
崇
厳
な
る
主
長
⑰
た
め
に
な
せ
る
、
凡
て
を
想
起
さ
れ
て
・
余
の
言
の
二

⑪

心
な
き
を
、
好
意
を
以
て
諒
解
し
給
ふ
こ
と
を
余
は
信
ず
云
交
」
（
ボ
ン
ジ
ヤ
ン
「
法
呈
仙
俗
椛
録
」
）

然
る
に
こ
れ
に
先
だ
つ
こ
と
必
佃
月
、
戦
役
の
桧
初
に
帝
が
イ
タ
リ
ヤ
剛
氏
に
向
っ
て
な
せ
る
宣
言
は
、
等
し
く
戦

役
に
至
る
の
郡
山
、
及
び
プ
ロ
ン
ビ
エ
ル
密
約
の
趣
旨
の
範
剛
を
、
一
歩
も
超
ゆ
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
示
し
な

が
ら
、
然
か
も
國
内
自
川
派
、
殊
に
プ
ラ
ン
ス
ナ
ボ
レ
オ
ン
を
主
と
す
る
イ
タ
リ
ヤ
派
に
向
っ
て
、
自
山
と
幽
民
性
と

の
尊
重
の
一
日
も
忽
に
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
、
陰
に
語
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
要
は
こ
の
前
後
に
於
け
る
帝
の
槙

重
な
る
川
意
と
、
巧
妙
な
る
方
策
、
從
っ
て
そ
の
間
に
「
帝
の
内
砿
」
を
包
賊
す
る
も
の
を
．
知
ら
し
む
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。

「
批
上
時
勢
を
察
知
せ
ざ
る
人
糞
多
し
。
余
は
幸
に
し
て
か
上
る
人
袋
の
中
に
脇
せ
す
。
賢
明
な
る
今
日
の
輿
論
の

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
製
革
．
九
五

己
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ジ
・
パ
ジ
ェ
の
、
「
サ
ヴ
オ
イ
併
合
、
及
び
一
八
六
○
年
一
月
乃
至
四
月
の
英
佛
關
係
危
機
」
、
（
’
十
八
仙
紀
よ
り
二

⑬

十
仙
紀
に
亙
る
英
佛
史
の
研
究
）
は
、
こ
の
常
時
の
状
況
海
群
に
す
。
こ
の
サ
ヴ
オ
イ
併
合
の
一
事
に
開
す
る
英
佛
關

係
に
於
け
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
の
方
策
も
、
既
に
粁
余
曲
折
し
て
、
踵
は
イ
ン
グ
ラ
ン
下
外
交
當
局
者
を
翻
弄
し
、
益
共

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
麺
芯
九
六

状
況
に
於
て
は
、
効
果
紗
き
説
服
の
力
よ
り
も
、
逝
義
的
勢
力
を
以
て
示
す
方
が
、
一
府
偉
大
で
あ
る
。
こ
の
道

義
的
な
る
勢
力
に
向
っ
て
、
そ
れ
を
余
は
賦
洲
の
雌
も
美
し
き
地
域
を
自
山
解
放
す
る
こ
と
に
貢
献
し
つ
Ｌ
、
誇

り
を
以
て
求
め
ん
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
１
余
の
と
Ｌ
に
来
る
や
、
何
等
萩
想
を
以
っ
て
諸
飛
主
の
現
布
せ
る

恢
地
を
奪
ひ
、
或
は
彼
等
に
余
の
意
Ⅲ
淀
弧
制
せ
ん
と
す
る
が
た
め
で
な
い
。
余
の
軍
隊
は
諸
子
の
敵
を
敗
り
、
．

秩
序
を
維
持
す
る
を
目
的
と
し
て
行
動
し
、
諸
子
の
有
す
る
正
統
の
要
求
海
表
現
す
る
に
、
妨
審
を
左
す
も
の
に

あ
ら
ず
。
Ｉ
屡
之
蹉
跣
し
た
る
諸
子
の
凋
立
の
要
求
は
、
も
し
諸
子
が
そ
れ
に
和
應
せ
る
態
度
を
以
て
せ
ぱ
、

●

⑫

こ
れ
を
変
現
す
る
に
難
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
云
術
」
（
ポ
ン
ジ
ア
ン
前
掲
書
）

斯
く
て
こ
の
二
極
の
言
明
に
於
て
槻
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
剛
端
の
執
れ
か
は
、
而
し
て
叉
剛
端
の
何
れ
を
も
、
六
○

年
代
前
期
に
於
て
、
或
る
機
會
を
以
っ
て
、
更
に
或
る
條
件
の
下
に
於
て
不
測
の
發
展
を
な
す
可
能
を
有
し
て
ゐ
る
。

夕

と
の
機
會
と
條
件
と
は
、
自
由
貿
易
策
の
確
立
に
於
て
、
而
し
て
叉
何
が
故
に
そ
の
山
て
來
る
か
の
理
曲
に
於
て
、
槻

察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
っ
こ
の
事
に
就
い
て
は
先
づ
、
英
佛
閏
際
の
關
係
を
老
胆
し
、
從
っ
て
速
く
ド
ナ
ウ
河
、
剛
地
域

の
合
併
、
ル
ウ
マ
’
一
ャ
団
成
立
の
問
題
、
即
ち
所
謂
「
イ
タ
リ
ヤ
問
題
の
東
方
的
反
射
」
の
由
来
を
阿
顧
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
0

侭



そ
の
對
議
會
策
の
上
に
困
難
を
感
ぜ
し
め
た
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
サ
ヴ
オ
ィ
併
合
は
、
｝
一
イ
ス
と
と
も
に
、
一
八

六
○
年
四
月
中
旬
、
住
民
投
票
に
山
り
て
佛
蘭
西
に
併
合
さ
れ
た
。
常
時
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
閣
は
自
巾
瀧
パ
ー
マ
ー
ス

ト
ン
に
よ
り
て
、
一
八
六
五
年
ま
で
組
織
さ
れ
て
ゐ
た
。
パ
ー
マ
ー
ス
ト
ン
の
佛
蘭
西
第
二
帝
政
刺
立
徴
初
以
来
こ
れ

に
對
す
る
好
意
は
、
恒
に
且
つ
長
く
同
内
閣
に
對
す
る
反
對
派
の
論
難
の
對
象
で
あ
り
、
サ
ヴ
オ
イ
併
合
の
議
御
承
認

は
、
英
佛
通
商
條
約
の
識
愈
承
認
よ
り
も
閲
雌
に
し
て
、
又
却
っ
て
英
佛
通
商
條
約
の
成
立
を
も
危
か
ら
し
む
る
可
能

性
を
有
し
て
ゐ
た
。
こ
の
事
は
、
決
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
の
察
知
し
得
ざ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
こ
の
察
知
の
存
す
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
し
か
も
ス
ッ
ッ
ト
ガ
ル
ト
會
見
（
一
八
五
七
年
九
月
二
十
五
日
佛
露

雨
帝
會
見
）
以
來
の
對
露
策
が
、
ル
ウ
マ
’
一
ヤ
問
題
を
通
過
し
て
、
容
易
に
そ
の
効
果
を
表
は
さ
ず
、
剛
民
宅
義
の
主

張
に
於
て
も
、
亦
國
際
的
位
世
の
保
持
に
於
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
協
調
が
、
對
露
對
填
政
策
上
の
牽
制
と
し
て

當
然
に
考
慮
さ
れ
う
べ
き
に
も
拘
は
ら
ず
、
敢
然
と
し
て
、
プ
ロ
ン
ピ
ェ
ル
禽
見
の
常
然
の
發
展
と
し
て
サ
ヴ
オ
イ
併

合
を
計
謝
し
、
更
に
猫
そ
の
理
曲
の
一
端
に
、
岡
民
主
義
を
参
照
す
る
「
自
由
境
界
」
の
主
張
を
世
い
た
こ
と
の
如
き

⑪

は
（
同
前
）
、
如
何
に
こ
れ
と
自
由
貿
易
莱
と
の
相
對
が
、
岡
内
政
策
に
對
し
て
、
所
謂
「
皇
帝
の
内
秘
」
の
性
質
を
明

ら
か
に
す
る
か
を
、
示
す
も
の
と
詔
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ト
ッ
ク
ヴ
イ
ル
が
帝
の
政
治
の
方
策
を
非
難
し
て
、
「
其
日
其

⑬

日
の
些
細
な
生
祈
」
の
方
策
と
し
た
事
の
如
き
は
（
ス
プ
ロ
ク
ス
ト
ン
等
パ
ー
マ
ー
ス
ト
ン
及
び
ハ
ン
ガ
リ
イ
革
命
）
，

決
し
て
こ
の
冊
の
帝
の
深
謀
を
形
容
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
に
し
て
、
却
っ
て
彼
の
ア
ン
グ
ロ
狂
の
非
難
の
一
端
と

も
や
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
製
芯

’

九
七

’
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第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
Ｒ
由
帝
政
の
鍵
革
九
八

一
八
一
五
年
の
陳
川
と
し
て
均
勢
主
義
を
標
示
し
た
る
英
國
外
交
策
が
、
一
八
四
○
年
の
凹
國
同
盟
、
一
八
五
四
年

の
ク
リ
ミ
ヤ
川
題
＄
雛
に
一
八
四
八
年
ポ
ー
ラ
ン
ド
抜
飢
、
更
に
ド
ナ
ウ
下
流
問
題
に
於
け
る
そ
の
調
停
案
提
示
の
如

き
を
以
て
、
結
局
は
便
宜
臨
機
の
鍵
進
を
経
過
し
つ
上
、
柊
に
は
「
結
局
は
大
局
に
於
て
は
、
英
幽
の
勝
利
で
あ
る
」
（
エ

⑯

・
マ
ル
ク
ス
「
英
剛
對
外
策
の
統
一
性
」
）
も
の
に
比
す
る
時
は
、
「
帝
の
内
秘
」
は
多
面
を
包
藏
し
な
が
ら
、
没
は
そ

の
中
に
一
災
し
た
る
主
張
の
礎
現
に
向
っ
て
の
、
絶
え
ざ
る
努
力
の
存
す
る
こ
と
を
窺
は
し
め
る
。
一
面
帝
政
の
萎
微

の
外
槻
は
、
う
ち
に
こ
の
苦
胆
の
努
力
を
知
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

帝
が
充
分
に
察
知
し
な
が
ら
、
・
敢
然
英
幽
の
反
對
を
無
脱
し
た
る
サ
ヴ
オ
イ
併
合
事
件
に
開
す
る
、
英
佛
國
際
の
危

機
の
細
項
は
、
中
部
イ
タ
リ
ヤ
剛
建
立
問
題
と
、
「
自
然
境
界
」
の
言
明
と
、
シ
ヤ
プ
レ
エ
（
Ｑ
一
号
巨
醜
）
、
フ
オ
シ
’
一

⑰

ィ
（
唇
胃
喧
〕
こ
こ
地
方
の
ス
ウ
イ
ス
讓
與
の
不
履
行
と
に
あ
る
。
（
パ
ジ
エ
前
掲
書
）

一
八
六
○
年
一
月
末
、
帝
が
サ
ル
ヂ
ニ
ヤ
王
に
提
示
し
た
る
意
見
に
於
て
は
、
同
剛
の
一
府
の
搬
大
を
否
定
し
、
中

刊
イ
タ
リ
ヤ
の
住
民
投
票
蹄
脇
決
定
，
及
び
サ
ヴ
オ
イ
。
’
一
イ
ス
の
同
様
決
定
の
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
意
は
必
ず

し
も
英
剛
政
府
の
老
ふ
る
如
き
、
中
部
剛
建
立
で
は
な
く
，
從
っ
て
そ
れ
が
法
王
所
管
地
口
マ
ニ
ヤ
，
即
ち
帝
が
雁
交

そ
の
放
粟
を
法
王
に
棚
告
し
た
る
も
の
、
（
拙
稲
「
オ
ル
シ
ニ
事
鱈
の
前
後
」
に
既
に
説
述
し
た
）
を
含
む
で
、
サ
ル
ヂ

ニ
ヤ
歸
脇
ぞ
決
定
す
る
や
”
サ
ヴ
オ
イ
・
ニ
イ
ス
叩
地
方
は
プ
ロ
ン
ビ
エ
ル
密
約
の
意
に
随
っ
て
、
當
然
に
フ
ラ
ン
ス

蹄
醗
と
な
る
ぺ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
ト
ウ
ヴ
ネ
ル
が
イ
タ
リ
ヤ
問
題
の
決
定
の
必
須
と
し
て
、
中
部
國
建
立
か
、

⑬

黙
ら
ざ
れ
ば
二
地
方
の
佛
剛
西
蹄
脇
か
を
指
示
し
た
こ
と
（
同
前
）
が
、
こ
れ
に
参
照
さ
れ
る
。
而
し
て
こ
の
所
謂
蹄

1



脇
（
昂
ぐ
の
ａ
旨
ロ
ｇ
）
は
、
ア
ル
プ
ス
山
形
に
依
る
自
然
境
界
の
意
を
有
し
、
こ
の
意
は
延
い
て
ラ
イ
ン
河
に
依
る
自
然

境
界
の
意
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歸
風
に
先
だ
ち
て
一
八
六
○
年
一
月
、
ジ
ョ
ァ
ン
ヴ
イ
ル
公
が
英
國
政
府
に

告
げ
た
言
に
、
佛
蘭
西
帝
の
意
が
自
然
境
界
に
在
る
こ
と
が
あ
り
、
之
に
依
っ
て
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ヤ
女
王
が
ラ
ッ
セ
ル
卿

⑲

に
軽
告
し
て
、
ラ
イ
ン
境
界
の
將
來
を
以
て
し
た
と
詔
ふ
（
同
前
）
。
然
る
に
こ
れ
ら
は
淀
は
既
に
イ
タ
リ
ヤ
戦
役
の
當

初
、
或
は
プ
ロ
ン
ピ
エ
ル
會
見
の
直
後
に
於
て
‐
英
國
政
府
の
餅
然
に
察
知
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
事
が
老
へ
ら
れ

る
。
自
然
境
界
を
理
由
と
し
た
ろ
サ
ヴ
オ
イ
併
合
が
、
皇
帝
の
意
に
出
づ
る
も
の
か
、
或
は
上
述
ト
ウ
ヴ
ネ
ル
個
人
の

案
に
擦
る
も
の
か
、
更
に
又
パ
ー
マ
ー
ス
ト
ン
は
夙
に
之
を
察
知
し
居
た
ろ
も
の
か
、
こ
れ
ら
に
就
い
て
は
今
こ
上
に

輕
交
に
論
ず
べ
き
も
の
な
し
と
は
訓
ひ
な
が
ら
、
そ
れ
は
疵
に
一
没
し
た
る
プ
ロ
ン
ピ
ェ
ル
約
以
後
の
發
展
に
し
て
、

自
然
境
界
説
、
從
っ
て
そ
の
ラ
イ
ン
政
策
を
含
む
も
の
も
、
お
の
づ
か
ら
生
じ
来
る
も
の
に
脇
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ド
リ
オ
行
ル
の
記
す
と
こ
ろ
に
擁
れ
ぱ
、
夙
に
ク
リ
ム
戦
役
に
於
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
枇
は
、
英
幽
の
利
益
の
た
め
に

の
み
こ
の
戦
を
繼
絨
す
る
の
意
な
く
、
英
剛
に
告
ぐ
る
に
、
若
し
戦
を
縦
く
る
時
は
、
各
地
國
民
運
動
は
大
に
起
り
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
は
露
幽
に
反
抗
し
、
旬
牙
利
伊
太
利
は
塊
國
に
反
抗
し
、
英
國
の
主
張
た
る
一
八
一
五
年
の
決
定
は
、
愛

更
を
余
俄
な
く
な
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
云
ふ
こ
と
を
以
て
し
、
私
か
に
、
ラ
イ
ン
左
岸
地
域
及
び
ペ
ル
ジ
ウ
ム
を
占
搬

し
、
以
て
事
有
る
の
日
に
傭
ふ
る
こ
と
を
可
と
す
と
老
へ
、
却
っ
て
英
を
す
て
て
露
に
接
近
す
ろ
を
捷
係
と
し
た
と
云

⑳

ふ
事
で
あ
る
。
（
ド
リ
オ
ウ
ル
「
東
方
問
題
史
」
）
こ
の
剛
民
主
義
の
將
來
と
帝
の
政
錐
と
の
關
係
の
鮎
、
及
び
對
砺
策

の
鮎
は
之
を
除
き
て
、
ラ
イ
ン
境
界
の
志
は
既
に
夙
に
存
し
た
こ
と
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ャ
プ
レ
イ
そ
の
他
に

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
剛
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
製
故
九
九

’
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I

一
八
六
三
年
の
賦
洲
危
機
、
即
ち
ポ
ー
ラ
ン
ド
抜
剣
に
開
す
る
諸
幽
の
對
峠
の
間
に
在
り
て
、
佛
蘭
西
帝
の
政
策
が

鋪
一
に
伊
太
利
問
題
の
完
結
，
第
二
に
ル
ウ
マ
’
一
ヤ
新
形
勢
則
ち
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ク
ウ
サ
の
身
的
結
合
に
曲
る
統

一
の
承
認
．
第
三
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
の
剛
民
主
義
的
解
決
の
、
こ
の
三
者
に
對
し
て
、
束
に
填
太
利
と
の
協
和
を
有

し
、
西
に
英
國
の
親
善
を
保
つ
事
、
而
し
て
同
時
に
露
西
亜
を
牽
制
し
、
更
に
尚
末
多
く
帝
の
考
唯
に
入
ら
ざ
る
蒋
露

西
を
も
牽
制
す
る
に
在
っ
た
こ
と
は
、
秘
だ
の
戦
か
ら
想
定
さ
れ
る
と
。
｝
ろ
で
あ
る
。
こ
の
政
策
に
反
映
し
、
叉
と
の

政
策
の
反
映
す
る
關
係
に
在
る
も
の
は
、
自
川
貿
易
策
と
労
佃
階
級
保
誰
、
更
に
叉
オ
ウ
ス
マ
ン
の
パ
リ
市
街
土
木
事

業
で
あ
る
。

然
る
に
、
こ
れ
ら
の
諸
事
狂
を
恭
ふ
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
樅
威
帝
政
の
鍵
革
は
殆
ん
ど
悉
く
そ
の
目
的
と
す
る
と

こ
ろ
を
失
ふ
が
如
き
、
悲
運
に
際
し
て
ゐ
た
。
祥
て
私
が
所
謂
－
１
帝
政
の
譲
歩
」
に
就
て
、
上
述
の
論
文
中
に
説
い
た

第
二
帝
収
末
塑
ハ
○
年
代
削
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
型
紘
一
○
○②

開
し
て
は
、
帝
は
こ
れ
を
却
っ
て
紛
糺
の
端
絲
と
し
て
、
疵
施
し
な
か
っ
た
。
（
・
今
ン
エ
前
掲
書
）
。

こ
の
帝
の
内
秘
に
類
し
て
し
か
も
一
貫
せ
る
政
策
が
、
敢
て
英
國
の
反
對
姥
事
と
せ
ざ
る
こ
と
の
反
面
に
は
、
園
内

保
守
派
教
會
派
、
及
び
一
般
剛
人
に
對
す
る
光
榮
の
．
考
胆
の
存
在
を
示
し
つ
上
、
叉
他
面
に
は
、
こ
の
危
嶮
を
敢
て
し

な
が
ら
自
曲
貿
易
策
の
硴
立
、
而
し
て
對
英
親
和
の
苦
心
の
存
す
る
こ
と
を
も
知
ら
し
む
る
も
の
あ
る
こ
と
が
、
注
意

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三
、
努
働
者
派
造

Ｌ
Ｉ
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如
く
、
そ
れ
は
決
し
て
誰
歩
に
あ
ら
す
し
て
、
帝
政
本
来
の
意
が
、
機
會
を
得
て
示
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の

左
認
へ
の
發
展
は
、
畢
党
は
帝
政
の
威
信
の
維
持
の
努
力
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
の
に
拘
は
ら
す
、
ク
リ
ミ
ヤ
戦

後
の
對
露
策
の
蹉
跣
を
初
と
し
て
、
順
次
に
佛
蘭
西
帝
國
の
國
際
孤
立
が
、
遂
に
メ
キ
シ
コ
事
件
に
於
て
顯
著
に
表
現

さ
れ
る
と
共
に
、
、
川
貿
易
策
も
労
働
階
級
保
誰
も
、
却
っ
て
政
治
機
關
の
上
の
現
象
に
於
て
は
、
所
期
に
反
對
す
る

と
こ
ろ
の
結
果
を
も
生
じ
來
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
之
を
麹
一
帝
政
末
期
の
悲
迩
と
形
容
す
る
に
過
誤
が
な
い
。

一
八
六
三
年
三
月
二
十
八
日
、
則
ち
ポ
ー
ラ
ン
ド
關
係
ア
ル
フ
ェ
ン
ス
レ
ェ
ペ
ン
駆
事
秘
約
（
こ
く
ｇ
ｍ
］
８
９
）
（
一

八
六
三
年
二
月
八
日
）
の
後
一
佃
月
、
佛
蘭
西
帝
が
塊
太
利
帝
フ
ラ
ン
ッ
・
ヨ
ゼ
フ
に
逢
れ
る
書
簡
、
（
ス
テ
ル
ン
「
近

八
六
三
年
二
月
八
日
）
の
後
扁

、

祉
欧
洲
史
」
節
九
巻
附
録
）
に
、

と
あ
ろ
は
、
要
は
ア
ル
フ
エ
ン
ス
レ
ェ
ペ
ン
密
約
破
棄
を
要
求
す
る
ド
・
リ
ュ
ィ
の
方
策
を
腿
調
し
、
ピ
ス
マ
ル
ク
の

密
約
眠
行
の
企
、
（
一
月
二
十
六
日
プ
ロ
シ
ャ
議
御
に
於
け
る
嘘
燥
非
難
の
間
の
波
説
）
、
（
テ
オ
ド
ル
・
フ
ラ
ァ
｜
雪
凋

④

逸
淡
説
喋
」
）
を
破
砕
せ
ん
と
す
る
も
の
に
し
て
，
後
日
の
仰
英
塊
及
法
王
共
同
糊
告
、
延
い
て
・
コ
ル
チ
ヤ
コ
フ
の
協

議
要
諦
に
至
る
外
交
上
の
成
功
の
端
を
發
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
次
の
事
斑
に
照
雁
し
て
観
る
べ
き
と
こ
ろ

一
云
荏
」

と
あ
ろ
は
、

の
心
も
の
で
あ
る
０

「
喚
太
利
と
佛
蘭
四
と
は
、
そ
の
過
去
の
仇
敵
關
係
を
忘
れ
て
、
相
挑
て
、
そ
の
威
信
と
そ
の
餐
力
と
そ
の
軍
隊
と

矛
、
同
一
目
的
に
向
っ
て
川
ふ
る
た
め
に
親
密
に
結
合
さ
る
上
時
は
、
事
態
の
秩
序
を
長
く
持
続
す
る
を
得
ぺ
し

第
諮
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
溌
茄

○

I
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1

離
即
の
關
係
の
鐙
化
は
あ
り
な
が
ら
、
皇
帝
即
位
の
承
認
以
來
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
對
英
親
和
策
は
、
常
に
そ
の

不
愛
の
団
際
政
策
を
な
し
て
ゐ
た
。
敢
て
ク
リ
ミ
ヤ
役
以
外
に
は
同
盟
結
合
の
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
も
親
和
の

關
係
を
破
綻
に
導
く
こ
と
も
な
か
っ
た
。
英
剛
一
面
が
、
・
ハ
ー
マ
ー
ス
ト
ン
を
非
難
し
て
「
こ
の
恐
怖
す
べ
き
」
（
言
８

（
⑦
胃
冒
印
》
ゞ
）
と
し
た
に
も
拘
は
ら
な
か
っ
た
。
對
伊
太
利
の
如
く
、
そ
の
た
め
に
干
戈
を
と
る
が
如
き
こ
と
も
無
く
、

對
露
西
亜
の
如
く
「
良
き
兄
弟
」
と
「
良
き
友
人
」
（
》
》
ｇ
弓
馬
【
⑦
ご
目
》
一
言
ご
由
昌
》
〕
）
と
の
修
僻
の
争
論
を
起
す
こ

と
も
な
か
っ
た
。
佛
蘭
西
帝
の
心
中
に
は
、
或
は
か
の
填
國
使
節
プ
ロ
ケ
ッ
シ
・
オ
ス
テ
ン
が
一
生
涯
の
希
望
と
し
て

そ
の
夢
中
に
も
描
い
た
と
云
ふ
英
露
共
倒
れ
の
戦
の
起
る
こ
と
を
、
等
し
く
描
い
て
ゐ
た
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
然
る

疑
な
し
と
記
し
て
ゐ
る
。

第
二
帝
政
末
叫
べ
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
鍵
革
一
○
二

プ
ラ
チ
ア
ヌ
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
仙
と
剛
民
性
」
の
記
す
る
と
こ
ろ
に
擦
れ
ば
、
塊
使
節
メ
ッ
テ
ル
’
一
上
は
、
一
八
六

三
年
二
月
二
十
一
日
、
則
ち
前
記
皇
帝
辨
簡
の
以
前
凡
一
佃
月
、
ア
ル
フ
エ
ン
ス
レ
エ
ベ
ン
将
約
の
直
後
、
皇
后
イ
ウ

⑳

ジ
エ
’
一
ィ
か
ら
、
所
謂
「
彼
女
の
政
策
の
叩
想
」
（
’
》
｝
冨
景
己
号
唾
諄
官
言
言
の
二
）
（
プ
｜
フ
チ
ア
ヌ
前
掲
書
）
を
聴
い
て

聴
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
の
抑
想
は
、
要
は
、
佛
塊
は
英
閏
と
同
照
し
て
、
賦
洲
の
改
造
を
行
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
改
造
の
計
識
の
細
項
に
は
、
ラ
イ
ン
左
峠
の
佛
伽
た
る
べ
き
こ
と
あ
り
、
ル
ウ
マ
’
一
ヤ
剛
の
成
立
あ
り
、
塊
國
の
ボ

ス
’
一
ャ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
。
コ
ヴ
ィ
ナ
併
合
あ
り
、
波
剛
の
猫
立
あ
り
、
更
に
ラ
｜
ア
ン
亜
米
利
加
に
於
け
る
賠
仙
の
こ
と
も
あ

る
。
プ
ラ
チ
ア
ヌ
は
こ
れ
に
開
し
て
、
こ
の
計
識
が
皇
后
一
人
の
所
謂
理
想
か
、
皇
帝
の
意
刷
に
在
る
か
は
謙
な
ら
ず

と
雌
も
‐
少
く
も
皇
帝
の
意
州
に
州
す
る
、
締
確
さ
は
疑
は
る
入
も
の
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
「
蹴
課
」
で
あ
る
こ
と

I



に
，
こ
の
無
感
髭
無
主
義
の
脇
剛
は
、
ク
リ
ム
戦
役
の
終
末
に
も
ル
ウ
マ
’
一
ャ
問
題
の
虚
巡
に
も
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
叛
乱

の
對
策
に
も
、
さ
て
は
自
山
笂
易
策
労
側
者
派
逝
の
結
果
の
收
拾
に
も
、
如
何
な
る
友
附
を
も
酬
ゆ
る
こ
と
が
無
い
。

鋪
二
帝
國
を
倒
し
た
も
の
が
、
ビ
ス
マ
ル
ク
よ
り
は
寧
ろ
カ
ヴ
ー
ル
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
更
に
む
し
ろ
、

霧
ハ
ー
マ
ー
ス
ト
ン
で
あ
り
、
ラ
ッ
セ
ル
で
あ
り
，
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
で
あ
る
と
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
。

コ
プ
デ
ン
が
帝
に
パ
リ
に
於
て
見
え
た
の
は
、
一
八
五
九
年
十
月
二
十
七
日
で
あ
る
。
コ
プ
デ
ン
と
佛
削
西
自
由
貿

品
論
者
シ
ュ
ヴ
ア
リ
エ
ｃ
胃
言
－
９
ｍ
ぞ
畠
３
と
の
交
渉
は
，
こ
れ
に
先
だ
ち
、
叩
國
通
商
條
約
軍
案
は
早
く
私
か

に
、
成
文
を
得
て
ゐ
た
。
伊
太
利
戦
役
後
の
英
佛
關
係
、
延
い
て
サ
ヴ
オ
イ
併
合
の
關
係
に
前
後
し
て
帝
の
自
由
貿
易

策
は
次
第
に
確
立
を
得
た
。
條
約
の
發
表
は
一
八
六
○
年
一
月
二
十
三
日
、
恰
も
サ
ヴ
オ
イ
併
合
に
開
す
る
英
佛
關
係

問
題
の
當
初
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
駐
在
使
節
・
ヘ
ル
シ
’
一
イ
が
肺
米
し
て
、
「
英
剛
朝
野
の
佛
附
西
に
對
す
る
不
信
の
大

な
る
諾
告
げ
、
帝
を
し
て
通
商
條
約
の
締
結
が
、
こ
れ
に
對
し
て
妓
艮
の
方
法
た
る
こ
と
の
信
念
を
弧
か
ら
し
め
た
」

の
は
。
こ
の
時
で
あ
る
。
「
佛
剛
西
暫
來
の
寅
易
策
を
捨
て
上
、
急
に
そ
の
方
針
を
鍵
じ
た
帝
の
意
は
《
伊
太
利
戦
役

以
来
弛
綏
し
た
る
鯏
係
を
，
ｎ
山
貿
易
剛
英
國
と
の
紡
合
に
於
て
、
抑
ぴ
緊
密
な
ら
し
め
ん
と
し
た
る
こ
と
を
示
す
も

以
来
弛
綏
し
た
る
淵
係
を
，
ｎ
山
賀

「
然
し
な
が
ら
こ
れ
を
以
て
帝
が
夙
に
自
山
賀
易
読
に
価
耳
し
て
ゐ
た
こ
と
寺
、
万
過
す
る
は
談
ｈ
で
あ
る
。
帝
は

英
閏
滞
在
の
間
、
コ
プ
デ
ン
・
プ
｜
『
／
イ
ト
の
通
勤
を
髄
兇
し
た
。
そ
の
通
勤
に
山
り
、
ロ
、
ハ
ー
ト
・
ピ
イ
ル
の
立
法
が

之
に
従
っ
た
と
こ
ろ
の
英
剛
民
衆
ｐ
朏
利
の
坤
進
に
、
帝
は
深
く
心
動
さ
れ
た
。
帝
の
希
望
は
、
同
様
に
仙
剛
西
の
派

．
繁
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
い
る
自
由
帝
政
の
蕊
革
一
○
三

、

の
」
（
ス
テ
ル
ン
前
掲
謀
）
で
あ
る
。

１
１
１

|’
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第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
川
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
鍵
唯
一
○
四

⑳

利
を
附
拓
し
て
、
自
山
を
失
へ
る
こ
と
の
上
に
、
國
民
を
慰
せ
ん
と
し
た
」
の
で
あ
る
（
同
前
）
。
如
何
に
こ
の
間
の
消

息
が
、
而
し
て
前
述
す
る
「
貧
例
の
絶
滅
」
の
意
と
、
「
平
和
的
民
主
主
義
」
の
緋
談
と
‐
又
「
左
魏
へ
の
發
展
」
と

が
、
相
通
じ
相
應
ず
ろ
か
は
、
一
八
六
○
年
一
月
十
五
日
モ
’
一
ト
ウ
ル
に
公
に
さ
れ
た
る
、
皇
帝
書
簡
、
財
務
長
宮
フ

⑳

ウ
（
肯
三
二
①
團
巳
ｅ
に
宛
て
た
も
の
に
槻
ら
れ
る
（
ラ
ヴ
イ
ス
近
代
佛
剛
西
史
）

「
生
産
物
の
交
換
に
よ
っ
て
、
我
が
國
の
商
業
を
發
展
せ
し
む
る
に
先
だ
ち
、
先
づ
我
が
國
の
農
業
を
改
良
し
、
我

が
閲
の
産
業
を
、
そ
の
凡
て
の
國
内
的
拘
束
か
ら
解
放
す
る
必
要
が
あ
る
。
廃
業
上
の
生
産
を
奨
勵
す
る
た
め
に

産
業
に
必
要
な
る
原
料
品
を
、
凡
て
の
關
税
か
ら
解
放
し
、
こ
れ
に
そ
の
原
料
の
完
成
を
助
長
す
る
資
本
を
、
典

へ
る
必
要
が
あ
る
。
公
益
事
業
所
管
の
長
官
は
、
連
か
に
運
河
、
逝
路
及
銚
道
の
施
設
ぞ
蜜
現
せ
し
め
、
石
炭
，

穀
類
の
招
來
を
計
る
べ
し
。
而
し
て
、
運
河
織
道
間
の
正
し
き
競
争
を
設
定
す
る
こ
と
に
由
っ
て
、
税
率
を
低
減

せ
し
む
る
こ
と
を
努
力
す
べ
し
。
要
す
る
に
、
羊
毛
、
木
綿
に
對
す
る
關
税
禁
止
、
砂
糖
、
珈
琲
の
關
税
低
減
、

交
通
路
の
改
良
、
運
河
税
の
低
減
、
農
工
業
に
對
す
る
貸
付
、
相
常
の
公
益
事
業
、
輸
入
制
限
の
禁
止
、
又
は
諸

列
弧
と
の
通
商
條
約
締
結
等
共
、
こ
れ
ら
が
、
直
ち
に
漣
現
す
べ
き
た
め
の
法
案
を
‘
準
備
す
べ
き
汝
等
何
縦
の

注
意
を
惹
か
ん
と
と
は
‐
余
の
期
待
せ
る
と
こ
ろ
の
企
測
に
對
す
る
基
礎
で
あ
る
云
号
」

「
王
宮
組
」
（
ご
罠
①
の
８
９
⑦
合
屡
言
い
‐
”
○
）
画
一
こ
）
の
指
導
者
た
る
プ
ラ
ン
ス
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
，
伊
太
利
結
縁

の
開
係
よ
り
は
む
し
ろ
そ
の
識
育
の
元
來
に
於
て
自
由
主
義
で
あ
り
、
伊
太
利
瀧
で
あ
り
、
從
っ
て
伊
太
利
戦
役
に
興

恋
せ
る
努
働
階
級
の
保
誰
者
で
あ
る
。
と
の
王
宙
組
も
数
人
の
努
側
者
よ
り
成
立
せ
る
も
の
で
あ
る
。
一
八
六
一
年
三

ｌ
ｌ
ｈ
ｈ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｐ
，
ト
ー
ト
ー
ー
ー
Ｉ



月
初
旬
、
代
議
院
に
於
け
る
彼
の
演
説
は
、
法
王
枇
俗
樅
の
否
定
、
伊
太
利
統
一
の
必
要
、
對
英
親
和
政
策
の
有
利
を

⑳

論
じ
て
、
大
に
批
論
を
盛
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
同
前
）
・
彼
の
保
護
の
も
と
に
、
同
時
に
公
に
さ
れ
た
ろ
諸
小
論

（
胃
吻
ウ
日
の
言
『
の
、
自
国
言
い
‐
園
○
胃
一
）
は
、
コ
ハ
月
の
日
」
の
鍾
定
者
、
妾
本
家
、
蒋
通
選
畢
反
對
考
、
保
誰
貿
易
論

者
に
對
抗
し
て
、
跨
働
者
等
を
識
唆
す
る
が
如
き
文
語
か
用
ひ
、
「
皇
帝
は
舞
働
等
の
感
幡
に
一
致
し
た
る
外
征
を

行
ひ
、
彼
等
と
同
様
な
る
利
害
を
有
し
、
皇
帝
の
み
が
彼
等
の
希
望
を
蟹
現
し
う
る
も
の
」
な
る
こ
と
を
説
き
、
帝
政

を
勢
働
者
が
援
助
す
べ
き
こ
と
を
勅
め
た
ｏ
帝
は
さ
き
の
プ
ラ
ン
ス
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
淡
説
に
對
し
て
、
「
高
尚
な
る
愛

⑳

國
的
感
晃
」
の
言
な
り
と
し
て
伐
揚
し
た
（
同
前
）
。

ザ
イ
フ
ア
ル
ト
箸
．
八
五
三
年
五
四
年
の
パ
リ
認
知
」
（
一
八
五
五
年
刊
）
の
語
を
想
起
す
れ
ば
、
「
世
人
は
ル
イ
。

⑩

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
掌
中
に
握
る
も
の
は
、
術
職
と
軍
隊
と
、
跨
伽
者
と
の
三
就
會
府
で
あ
る
。
」
（
拙
論
「
オ
ル
シ
ニ
事
愛

の
前
後
」
参
照
）
。
然
る
に
、
イ
タ
リ
ヤ
戦
役
は
鋪
一
者
と
離
間
し
、
後
年
の
メ
キ
シ
コ
事
件
に
至
っ
て
益
掩
遠
く
、
軍

隊
の
溌
滅
は
一
八
七
○
年
に
至
っ
て
、
帝
國
と
と
も
に
帝
の
単
中
を
去
り
．
今
鋪
二
者
も
掌
中
に
握
る
事
一
雁
碓
間
た

ら
ん
と
し
て
、
却
っ
て
郷
じ
て
離
川
に
価
か
ん
と
し
た
。
蛎
二
帝
政
の
崩
壊
は
、
淀
に
こ
の
關
係
に
存
在
ま
る
の
で
あ
る
。

「
帝
政
と
労
働
者
と
の
協
川
の
こ
の
企
て
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
於
け
る
仙
界
抑
随
會
に
、
そ
の
代
表
瀦
派
謎
す
る
こ
と

⑪
．

を
以
て
、
睡
現
の
一
つ
の
方
策
を
示
す
こ
と
Ａ
な
っ
た
」
（
ジ
ョ
ル
ヂ
ウ
エ
イ
ル
箸
フ
ラ
ン
ス
祗
禽
運
動
史
）
・
自
由

貿
易
策
の
採
川
と
、
ロ
ン
ド
ン
へ
の
錬
例
渚
代
表
派
泄
と
が
、
サ
ヴ
オ
イ
併
合
洲
係
の
英
佛
剛
交
の
危
嶮
を
緩
和
し
、

ル
ウ
マ
ニ
ヤ
問
題
以
後
遷
延
し
て
、
ス
ッ
ッ
ト
ガ
ル
ト
會
見
の
不
成
功
を
袖
ふ
べ
き
政
策
を
、
助
成
す
べ
き
こ
と
は
、

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
附
ろ
自
由
帝
政
の
縄
革
一
○
五

４

■

■

■

■
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一
八
六
一
年
以
来
公
に
さ
れ
た
ろ
勢
側
者
等
の
諸
小
論
前
記
の
う
ち
に
は
、
彼
等
囲
結
の
自
由
、
・
從
っ
て
そ
の
政
治

的
利
権
の
當
然
な
る
こ
と
を
主
張
し
、
帝
が
勢
働
階
級
の
保
誰
と
、
國
民
性
の
尊
重
と
を
以
て
、
現
代
の
急
務
な
り
と

考
へ
る
こ
と
を
説
き
、
更
に
ル
ウ
マ
ニ
ヤ
國
の
成
立
、
イ
タ
リ
ヤ
國
の
復
興
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ハ
ン
ガ
リ
イ
の
解
放
、

そ
の
他
抑
唾
さ
れ
た
る
國
民
の
自
由
を
主
張
し
た
（
ラ
ヴ
イ
ス
前
掲
書
）
・
節
二
共
和
政
の
初
に
、
ラ
マ
ル
チ
ヌ
が
ポ

第
二
帝
皿
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
錘
革
一
○
六

営
然
に
老
へ
ら
れ
る
。
こ
§
に
第
二
帝
政
末
期
の
左
爽
へ
の
發
展
の
一
端
が
槻
察
さ
れ
る
。

．
「
國
民
輿
論
」
（
冨
閂
、
○
ご
言
冒
ご
』
畠
ｇ
且
①
ご
）
に
禍
け
た
る
銅
刻
エ
ト
ウ
レ
ン
（
、
冒
一
畠
〕
）
栞
の
論
を
注
意
し
た
の

は
、
プ
ラ
ン
ス
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
あ
る
。
リ
ヨ
ン
の
大
工
業
家
に
し
て
も
と
サ
ン
シ
モ
’
三
ン
で
あ
る
ア
ル
レ
。
デ
ュ
フ

ウ
ル
（
皆
廓
己
匡
さ
日
）
は
、
一
八
六
二
年
ロ
ン
ド
ン
批
界
沖
蠅
愈
に
勢
側
者
代
表
を
派
遥
し
て
、
英
國
に
於
け
る
鍔

働
状
態
の
研
究
を
な
さ
し
む
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
帝
は
ト
ウ
レ
ン
の
案
を
採
川
し
、
勢
働
者
委
員
の
選
禦
せ
る
二

百
人
代
表
は
、
同
年
七
月
中
旬
か
ら
九
月
中
旬
ま
で
、
ロ
ン
ド
ン
に
派
造
さ
れ
た
。
蹄
來
せ
る
代
表
者
等
は
、
英
剛
労

働
者
の
状
態
を
嘆
稀
し
、
高
き
貧
銀
と
、
努
働
時
間
と
、
工
場
及
び
鍔
働
組
合
の
整
頓
を
稚
揚
し
、
而
し
て
殊
に
鎌
働

組
合
の
自
由
と
、
そ
の
祗
金
皿
的
地
位
を
論
じ
，
英
幽
努
働
者
の
椴
迎
と
、
「
彼
等
相
互
間
の
勢
働
の
剛
結
」
の
提
議
と

を
想
起
し
て
、
佛
蘭
西
の
鍔
働
者
に
向
っ
て
、
團
結
と
そ
の
自
由
と
の
成
就
を
勧
告
し
た
（
ジ
ョ
ル
ヂ
ウ
エ
イ
ル
前
掲

⑫

書
及
ラ
ヴ
イ
ス
前
掲
出
）
。

四
、
「
六
十
名
の
宣
言
」 Ｉ

Ｉ
ｒ
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Ｉ
ラ
ン
ド
亡
命
者
等
の
・
ハ
リ
街
頭
示
威
行
進
に
對
し
て
、
「
恰
か
も
捗
側
君
に
對
す
る
と
等
し
く
」
、
・
営
養
激
勵
の
語

を
發
し
た
と
云
ふ
こ
と
が
、
之
に
参
照
さ
れ
る
。
而
し
て
、
ピ
ス
マ
ル
ク
の
演
説
ア
ル
フ
エ
ン
ス
レ
エ
ペ
ン
密
約
に
開

す
る
も
の
（
前
記
）
、
「
他
の
國
民
性
或
は
図
民
的
通
勤
に
向
っ
て
、
同
附
し
輿
懇
す
る
こ
と
は
、
自
剛
の
利
益
考
犠

⑪

牲
と
す
る
、
政
治
的
疾
病
で
あ
る
」
（
一
ア
オ
ド
ル
フ
ラ
ァ
テ
澗
逸
演
説
）
と
あ
る
も
の
が
、
こ
れ
ら
に
對
し
て
、
新
時

代
の
端
緒
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

飾
二
帝
政
の
政
策
の
、
三
位
の
原
理
た
る
，
人
民
宗
主
椛
、
自
然
的
境
界
、
及
び
國
民
性
尊
重
（
ピ
エ
ル
ド
ラ
・
コ
ル

⑬

ス
箸
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
仙
と
そ
の
政
略
）
の
う
ち
の
國
民
性
尊
重
は
、
労
働
階
級
の
保
護
と
不
可
分
の
關
係
に
存
在
す

る
。
、
こ
れ
に
向
っ
て
新
時
代
の
趨
勢
が
、
破
壊
を
行
ふ
時
に
於
て
、
或
は
こ
れ
を
保
持
せ
ん
と
し
て
、
途
に
能
く
爲
し

能
は
ざ
る
に
於
て
、
鍔
例
階
級
の
保
誰
は
終
に
そ
の
意
を
全
く
せ
ざ
る
に
翻
る
。
伊
太
利
戦
役
に
出
發
し
て
、
ポ
ー
ラ

ン
ボ
叛
乱
に
能
く
爲
し
能
は
ざ
る
為
表
示
し
た
る
岡
民
性
尊
亜
の
政
策
は
、
こ
れ
と
並
行
せ
る
努
側
階
級
の
保
謹
を
も

結
局
は
そ
の
意
を
全
く
せ
ざ
る
に
留
ま
ら
し
め
し
の
み
な
ら
ず
、
却
っ
て
識
命
的
帝
政
の
末
端
と
し
て
反
溌
し
た
の
で

あ
る
。
緩
徐
な
る
左
翼
へ
の
發
展
は
、
経
に
閏
民
信
頼
投
栗
の
一
瞬
の
輝
き
を
残
す
の
み
に
し
て
、
館
二
帝
政
の
終
焉

顧
る
に
、
ス
ッ
ッ
ト
ガ
ル
ト
命
見
後
、
ル
ウ
言
一
ヤ
問
題
の
紛
糺
の
Ⅲ
、
佛
蘭
西
外
交
は
親
鱒
策
で
あ
っ
た
。
こ
の

目
的
は
，
勿
論
剛
鴎
性
尊
亜
の
上
に
存
し
、
又
往
日
の
プ
ラ
ハ
市
ス
ラ
ヴ
内
議
後
の
、
ス
ラ
ヴ
通
勤
の
上
の
露
西
亜
の

地
位
の
解
洋
に
も
山
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
一
八
六
三
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
に
開
す
島
國
民
性
奪
亜
は
、
政
策
的

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
桁
政
の
鯉
並
一
○
七

に
發
展
し
た
。

顧
る
に
、
一

1

I

h
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第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
禰
政
の
痩
龍
一
○
八

に
剛
秤
關
係
を
招
來
し
た
。
佛
噛
西
剛
比
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
同
怖
の
誰
は
、
自
由
派
は
勿
論
、
宗
識
上
の
理
由
を
以
て
す

る
教
命
派
も
、
更
に
ポ
ナ
パ
ル
ト
派
も
大
ナ
ポ
レ
オ
ン
事
蹄
の
仲
統
に
於
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
同
術
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン

ド
に
同
附
せ
ば
露
西
亜
と
協
和
孝
一
破
り
、
鱒
西
亜
と
結
べ
は
國
民
性
奪
亜
を
壌
つ
の
で
あ
る
。
帝
政
は
何
等
か
の
國
際

按
助
ぞ
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
叫
際
扱
助
か
、
岡
比
性
鯨
亜
か
、
そ
の
一
を
選
ま
ざ
る
を
得
ざ
る
，
雁
に
國
民
性

錘
亜
の
陳
理
の
危
機
で
あ
る
。
帝
の
苦
心
に
川
づ
る
も
の
、
こ
の
叩
者
を
共
に
維
持
す
べ
き
も
の
は
、
英
閣
と
の
協
和

に
外
な
ら
な
い
。
ド
ナ
ウ
河
川
地
に
於
け
る
塊
剛
駐
兵
の
事
件
漸
く
解
決
し
て
、
佛
塊
の
接
近
亦
老
韮
の
中
に
在
る
。

ド
・
リ
ュ
イ
の
抗
議
、
◇
コ
ル
チ
ヤ
コ
フ
の
協
議
要
諦
を
経
て
、
ア
ル
フ
エ
ン
ス
レ
エ
ペ
ン
密
約
庭
理
に
開
す
る
英
佛

塊
法
王
の
共
同
提
言
は
、
こ
の
形
勢
に
川
づ
る
も
の
で
あ
る
。
叛
飢
者
の
完
全
な
る
赦
免
、
ボ
ｌ
ラ
ン
ド
人
の
任
官
、

一
八
一
五
年
特
許
憲
法
に
依
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
議
會
の
設
定
、
信
敷
言
語
の
自
山
公
認
等
の
、
こ
の
提
言
條
件
が
、
佛
剛

西
の
意
に
出
で
、
國
民
性
尊
重
の
原
理
に
由
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
詔
ふ
ま
で
も
な
い
。
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
外
交
史
提
要

⑳

第
三
希
参
照
）
然
る
に
、
三
國
の
協
和
不
術
は
、
ピ
ス
マ
ル
ク
を
し
て
ゴ
ル
チ
ャ
コ
フ
に
交
渉
終
止
の
宜
言
を
發
す
る

こ
と
を
行
は
し
め
、
途
に
危
機
到
来
し
て
、
佛
閑
四
の
ピ
ス
マ
ル
ク
退
職
要
求
と
な
る
に
及
び
，
パ
ー
マ
ー
ス
ト
ン
は

ピ
ス
マ
ル
ク
の
害
を
得
て
、
協
和
を
棄
て
て
特
み
ず
。
そ
の
無
感
兇
不
誠
意
は
極
端
に
表
明
さ
れ
た
，
（
ミ
リ
ウ
コ
フ

⑰
・

・
セ
ィ
ニ
ョ
ポ
ス
露
西
亜
史
第
二
巻
）
國
民
性
奪
亜
は
、
か
く
て
完
全
に
そ
の
能
く
爲
し
得
ざ
る
を
示
し
た
。
國
際
關

係
に
於
け
る
佛
閲
西
の
孤
立
は
、
塊
幽
の
孤
立
と
竝
ぴ
、
國
際
關
係
を
支
配
す
る
も
の
は
．
パ
ー
マ
ー
ス
ト
ン
に
も
あ

ら
ず
、
又
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
泄
に
も
あ
ら
ず
し
て
、
「
政
治
的
疾
摘
」
を
主
雄
す
る
と
こ
ろ
の
ピ
ス
マ
ル
ク
と
な
っ
た
。



一
八
六
○
年
通
商
條
約
の
締
結
は
、
生
活
必
要
品
の
恢
格
を
低
減
し
、
餐
民
に
對
し
て
派
利
尭
爾
す
も
の
で
あ
っ
た

が
、
ト
ウ
レ
ン
の
所
論
も
、
師
來
労
働
者
代
表
等
の
要
求
も
、
勢
側
考
相
互
の
間
に
於
て
、
彼
等
の
み
に
由
り
、
彼
等

の
必
要
に
應
じ
て
、
手
段
を
誰
宇
ろ
自
山
の
推
得
で
あ
り
、
政
府
或
は
蚕
本
家
の
保
謹
を
排
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
等

の
結
祗
の
自
由
（
後
年
一
八
六
四
年
結
耽
法
制
定
）
は
、
畢
覧
雌
等
の
政
治
的
椛
力
を
伴
ふ
こ
と
で
あ
る
。
通
商
條
約

の
締
結
が
、
工
業
賛
本
家
の
不
平
を
招
い
た
こ
と
は
詔
ふ
ぞ
須
ひ
な
い
。
そ
の
締
結
の
交
渉
が
凋
裁
的
に
、
内
秘
の
間

に
行
は
れ
た
こ
と
に
對
し
て
、
帝
政
反
對
粁
は
そ
の
不
合
法
を
雌
諭
し
た
。

ク
ウ
デ
タ
の
人
モ
ル
’
一
イ
が
、
「
皇
帝
は
噸
ろ
善
良
な
り
、
然
し
そ
の
後
繼
に
如
何
な
る
べ
き
を
、
人
は
知
ら
ず
」
、

と
言
っ
た
こ
と
は
、
議
會
的
帝
政
の
形
勢
に
對
し
た
も
の
で
、
所
謂
「
五
人
組
」
（
菫
Ｑ
且
ご
）
の
政
府
反
對
派
（
酉
ｇ
ｏ
旨
〕

ご
僧
冒
Ｃ
二
・
厚
ｇ
ご
句
『
）
国
』
〕
・
舅
自
己
ゞ
］
．
固
乏
『
Ｇ
）
の
行
動
の
豫
測
で
あ
っ
た
。
ダ
リ
モ
ン
が
モ
ル
ニ
イ
に
答
へ
た

言
に
は
、
議
御
討
議
の
速
記
報
群
と
、
修
正
提
案
桃
と
、
更
に
礎
間
申
告
樅
の
推
得
が
あ
っ
た
（
ゲ
リ
オ
薪
ナ
ポ
レ
オ

ン
三
仙
蝿
）
ｏ
こ
れ
ら
は
一
八
六
○
年
三
月
の
事
に
し
て
、
「
十
一
月
勅
令
」
發
表
の
前
で
あ
る
。

一
八
六
○
年
十
一
月
二
十
六
日
勅
令
は
、
自
山
帝
政
に
向
っ
て
の
弟
一
歩
で
あ
る
。
六
○
年
代
に
於
け
る
帝
政
の
傾

向
さ
き
に
述
べ
た
る
も
の
ｋ
、
「
端
紬
」
が
あ
る
。
同
勅
令
に
棚
し
て
一
識
貝
は
、
モ
ル
ニ
イ
に
語
っ
て
曰
く
、
「
若

⑲

し
こ
れ
が
端
緒
な
ら
ば
、
帝
叫
は
基
礎
さ
れ
る
。
叉
若
し
こ
れ
が
経
局
な
ら
ば
、
帝
幽
は
喪
失
さ
れ
る
」
と
（
同
前
）
。

「
そ
の
重
要
な
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
こ
の
勅
令
は
既
存
の
悩
智
を
、
法
文
に
表
は
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
」
（
同
前
）
。

「
図
政
上
の
亜
嬰
な
る
櫛
議
員
に
對
し
、
我
が
政
府
の
一
般
政
繁
に
一
勝
直
接
な
る
、
参
與
の
桃
を
典
へ
ん
と
欲
し
、

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
錘
茄
一
○
九

1



』

「
次
第
次
第
に
、
或
時
は
そ
の
執
鋤
か
ら
し
て
、
叉
或
時
は
之
と
反
對
に
、
時
江
を
失
っ
た
讓
歩
か
ら
し
て
、
而
し

⑪

て
又
不
可
解
な
る
蹄
蹄
か
ら
し
て
」
、
（
ポ
ー
モ
ン
ヴ
ア
シ
イ
十
九
祉
紀
眞
相
録
）
、
帝
政
の
鍵
革
が
生
じ
來
る
と
見
ら

れ
る
も
の
は
、
理
想
と
主
義
と
の
岡
民
性
載
れ
と
、
自
山
主
義
と
が
‐
そ
の
本
然
の
姿
に
瓢
薯
な
ら
む
と
し
て
、
現
滋

の
失
敗
紬
出
の
間
に
妨
退
し
つ
上
、
唯
、
し
か
も
椛
威
を
失
は
ざ
ら
ん
こ
と
に
汲
舞
た
る
も
の
あ
り
し
が
故
で
あ
る
。

第
二
帝
政
の
末
期
而
し
て
そ
の
最
も
複
雑
棋
糊
今
ぞ
包
含
す
る
時
期
は
、
麦
に
存
在
す
る
。
十
一
月
勅
令
を
始
め
と
し
て

多
く
の
議
會
椛
限
の
擴
張
を
行
ひ
な
が
ら
、
政
禮
の
愛
改
に
開
す
る
如
き
一
言
諭
今
裾
極
力
抑
唾
し
て
、
或
は
鑿
告
を
發
し

或
は
停
止
を
命
じ
た
こ
と
は
、
之
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
一
八
六
三
年
細
選
畢
に
先
だ
ち
て
、
立
候
補
者
に

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
鍵
革
二
○

且
又
我
等
の
信
頼
の
顯
著
な
る
證
明
と
し
て
、
云
盈
」
と
言
へ
る
同
勅
令
初
項
の
數
言
は
、
ま
こ
と
に
「
頗
る
善
良
な

る
」
帝
の
意
と
、
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
拘
は
ら
ず
，
凡
て
は
「
端
緒
」
の
意
を
以
っ
て
、
帝
政
反
對
派
或
は
一
般

自
山
派
、
或
は
叉
好
例
組
合
の
自
曲
結
成
に
向
っ
て
突
進
せ
ん
と
す
る
も
の
に
刈
っ
て
、
好
機
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

鋪
二
帝
剛
は
綴
々
左
誕
へ
の
發
展
の
那
件
を
史
ね
た
。
伊
太
利
戦
役
は
國
民
主
義
と
价
朧
と
の
剛
秤
關
係
の
中
に

發
展
し
、
ロ
マ
ニ
ャ
削
讓
と
ロ
ー
マ
駐
兵
と
聖
澱
加
冠
と
の
交
渉
の
間
に
、
「
价
職
」
を
失
っ
て
、
剛
民
主
義
を
唆
し

ポ
ー
ラ
ン
ド
叛
飢
干
渉
は
、
剛
民
性
奪
亜
と
岡
際
援
助
と
の
雨
秤
棚
係
の
發
展
の
間
に
、
「
新
時
代
の
破
壊
力
」
と
、

「
完
全
な
る
不
信
義
」
と
の
收
受
に
由
っ
て
、
こ
の
二
つ
を
同
時
に
喪
失
し
た
。
政
策
の
三
位
一
慨
の
一
角
全
く
崩
れ

て
、
、
「
孤
立
」
せ
る
第
二
帝
政
は
、
光
榮
の
傳
統
に
立
つ
椛
威
と
軍
隊
と
を
保
つ
の
み
で
あ
る
（
セ
イ
’
一
ヨ
ポ
ス
佛
蘭

⑩

西
閏
民
史
澄
録
。
）



對
し
皇
帝
に
向
っ
て
の
宜
審
害
を
要
求
せ
ん
と
し
た
こ
と
の
如
き
は
、
最
も
好
く
同
様
の
意
を
示
す
。

⑫

《
「
普
通
選
學
の
年
期
奉
公
」
（
蚕
弓
局
昌
鵠
潰
①
合
呂
昂
畠
の
昌
弓
⑦
厨
＆
、
に
傾
向
し
た
種
交
の
政
治
運
動
は
．

帝
政
反
對
派
を
蝋
大
し
た
。
「
必
要
な
る
自
由
」
（
肩
与
⑦
『
厩
、
鼠
８
協
昌
①
ｍ
）
、
即
ち
言
論
と
結
祗
と
集
會
と
選
畢
と

の
自
由
を
主
張
し
て
、
そ
れ
ら
が
十
一
月
勅
令
の
意
に
、
包
含
さ
れ
な
が
ら
し
か
も
特
殊
法
臨
時
法
等
の
拘
束
を
う
け

つ
上
あ
ろ
を
非
難
す
る
も
の
は
、
五
人
組
を
中
心
と
し
て
、
共
和
派
自
山
派
而
し
て
労
働
者
の
大
部
分
を
包
括
し
た
。

一
八
六
一
年
八
月
に
於
て
、
一
印
刷
職
工
の
鶚
名
せ
る
皇
帝
へ
の
請
願
に
は
、
労
働
宥
が
避
難
樅
を
有
す
る
に
も
拘
は

⑬

ら
ず
、
彼
等
を
低
級
民
た
る
状
態
に
放
世
し
低
く
と
こ
ろ
の
、
諸
法
律
と
諸
横
例
と
の
撤
應
の
要
求
が
あ
っ
た
。

・
伊
太
利
政
策
、
羅
馬
問
題
に
不
滿
を
懐
き
て
、
帝
政
を
離
れ
た
倫
職
教
御
派
、
通
商
條
約
を
悪
む
工
業
安
本
家
及
保

護
貿
易
論
者
、
而
し
て
又
帝
政
の
左
蕊
へ
の
發
展
を
憧
慨
せ
る
帝
政
派
も
、
現
状
打
破
の
好
機
を
、
一
八
六
三
年
の
總

選
學
に
観
察
し
て
ゐ
た
故
に
、
こ
れ
ら
細
て
の
も
の
Ｌ
努
力
は
集
中
さ
れ
て
、
六
月
の
総
選
學
は
全
く
政
府
立
候
補
者

を
排
し
て
、
地
方
に
於
て
稲
巽
優
勢
を
示
し
た
の
み
で
、
凡
て
の
都
市
に
於
て
は
政
府
反
對
派
の
勝
利
と
な
っ
た
。
議

命
的
帝
政
の
期
と
上
に
始
ま
ら
ん
と
し
た
。
政
府
が
共
和
派
そ
の
他
細
選
畢
に
反
政
府
的
な
る
べ
き
人
盈
の
リ
ス
ト
を

州
知
事
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
こ
と
も
、
何
等
の
功
を
も
奏
し
な
か
っ
た
。
雛
に
「
低
級
民
た
る
状
態
」
か
ら
、
勢
働
者

保
誰
策
を
通
じ
て
、
政
治
上
の
擦
頭
に
熱
心
で
あ
っ
た
労
働
階
級
の
政
府
反
對
派
援
助
は
、
大
な
る
勢
力
を
な
し
た
。
．
．

ト
．
ウ
レ
ン
は
そ
の
言
論
を
以
て
こ
れ
を
率
ゐ
て
ゐ
た
。
前
年
一
八
六
二
年
末
に
於
け
る
「
椛
花
磯
伽
」
と
ア
メ
リ
カ
南

北
戦
役
の
影
響
と
は
、
鍔
例
陪
級
の
感
拠
を
刺
激
し
て
、
一
勝
こ
の
傾
向
を
大
な
ら
し
め
て
ゐ
た
。

第
二
帝
哩
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
曲
帝
以
の
錘
革
一
二

’
1



’
’
’
’
１

第
二
帝
政
末
期
六
○
年
代
前
期
に
於
け
る
自
由
帝
政
の
遡
碓
こ
こ

さ
き
に
述
べ
た
る
労
側
考
の
諦
小
諭
川
子
に
あ
っ
た
組
合
の
自
山
の
要
求
は
、
益
掩
弧
訓
さ
れ
、
等
し
く
同
冊
子
に

記
さ
れ
た
る
、
「
皇
帝
の
下
に
集
ま
れ
‐
一
の
意
は
、
次
第
に
失
は
れ
た
。
こ
れ
に
對
し
、
政
治
的
譲
歩
を
欲
せ
ざ
る
皇

帝
は
、
何
等
か
の
祗
會
的
改
革
淀
以
て
、
こ
れ
を
袖
蛎
せ
ん
と
し
、
政
府
提
案
の
紡
耐
の
自
山
に
開
す
る
法
、
（
一
八

六
四
年
四
月
）
が
決
定
さ
れ
た
が
、
勢
仙
の
自
山
と
、
「
好
例
者
の
經
濟
的
解
放
に
は
、
政
治
諏
動
が
そ
の
手
段
と
し

て
作
ふ
」
と
云
ふ
理
論
と
の
希
望
は
、
勿
論
こ
の
結
肺
法
の
一
勝
の
完
成
に
向
っ
て
の
、
激
動
を
起
さ
し
め
た
。
一
八

六
四
年
三
月
の
共
和
難
議
員
補
欠
選
梁
に
際
し
、
カ
ル
ノ
オ
（
９
ｇ
ｏ
庁
）
及
び
ガ
ル
｝
一
ヱ
・
パ
ジ
エ
６
自
己
①
『
，
雰
鳴
診
）

が
選
ま
れ
た
る
時
，
こ
の
選
畢
に
捗
例
代
表
を
立
て
て
手
は
ん
と
し
た
る
群
例
考
等
の
、
六
○
名
鶉
名
の
宣
言
（
三
角
二
‐

静
め
毎
号
ｍ
ｇ
）
は
、
「
政
治
的
同
椛
は
、
必
然
に
祇
御
的
同
樅
を
包
含
す
る
」
も
の
と
し
て
、
言
論
集
會
の
自
山
、
國

⑨

家
教
會
の
分
離
、
努
働
の
完
季
自
山
、
識
育
の
剛
家
管
理
等
葬
提
唱
し
た
（
ラ
ヴ
イ
ス
前
提
書
）
・
所
謂
「
囲
結
さ
れ

た
ろ
労
働
者
，
一
は
、
既
に
そ
の
閏
際
的
辿
絡
を
有
し
て
、
帝
政
山
反
對
者
の
そ
の
外
側
に
一
勢
力
を
現
川
し
た
。
そ
れ

は
踵
に
「
掌
中
に
握
る
」
べ
き
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。

帝
國
政
乗
の
三
位
た
る
‐
人
民
宗
主
椛
と
國
民
性
難
亜
と
自
然
境
界
説
と
は
、
相
互
に
關
聯
し
て
、
少
時
も
離
れ
得

ざ
る
，
叉
一
宇
峡
い
て
他
を
保
ち
得
ざ
る
と
こ
ろ
の
、
同
一
思
脳
の
源
流
の
分
派
で
あ
る
。
若
し
一
八
六
○
年
勅
令
が

人
足
宗
主
椴
の
發
逹
の
途
上
に
あ
る
な
ら
ば
、
一
八
六
三
年
の
危
機
に
於
て
、
剛
民
性
尊
重
の
政
策
は
そ
の
庇
現
を
見

る
べ
か
り
し
も
の
と
老
へ
ら
れ
る
。
人
災
宗
主
椛
は
、
尚
帝
政
椛
威
を
保
持
せ
ん
と
す
る
趣
共
の
方
策
に
も
拘
は
ら
ず

偏
に
發
展
し
、
國
民
性
尊
重
は
、
尚
そ
の
條
件
と
除
外
と
の
燗
矛
を
包
識
し
つ
上
、
法
王
椎
と
國
際
事
怖
と
の
た
め
に

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
Ｆ
■
Ｂ
■



悉
く
支
離
し
経
っ
た
。
こ
の
穣
極
の
發
逹
傾
向
と
、
現
澄
の
失
敗
と
の
間
に
、
却
っ
て
建
設
す
ぺ
か
り
し
椛
威
が
失
は

れ
て
行
っ
た
も
の
が
、
帝
政
末
期
の
前
半
の
形
勢
で
あ
る
と
せ
ば
、
後
牛
に
於
け
る
自
然
境
界
説
の
運
命
も
、
亦
悲
し

む
ぺ
き
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